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概要

★借地借家法等の改正に対応した最新内容！
不動産登記法における嘱託手続の流れ、留意点から嘱託書・添付書類の作成まで詳細解説！事業用定期借地権等の規定が新設されました。

＜＜補訂の主な内容＞＞
●借地借家法の改正
　事業用定期借地権等の規定が新設されました。
●不動産登記令、不動産登記規則の改正
　登記嘱託情報をオンラインで提供する場合、添付情報を書面で提供できるようになりました。

○嘱託登記実務に精通した登記の専門家が、豊富な実務経験と知識に基づいて執筆・編集。信頼できる確かな内容となっています。
○不動産登記制度における嘱託登記の意義や位置づけなどを解説するとともに、必要書類をスムーズに作成することができる
　【書式例】をバリエーション豊かに収載してあります。
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　※ 内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。


